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事業所マスタ管理入力の注意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業所の指定日 

「地活」を選択 

「１型」を選択 

複数の地域生活支援事業の指定がある場合は、 

最も過去の年月、および未来の年月を入力する。 

無、対象外を選択してください。 

（国保連に確認したところ、本市の場合は加算の請求に影響はしない項目とのことです。） 

日中短期、一時預かりについては届け出ている定員を入力。定員のないサービスは９９を入力。 

・ 市外特例事業所（居住地特例などで、川崎市外の自治体基準でサービスを提供している事業所）の請求情報を 

作成する場合の補足資料です。 

・ これらの方法は、令和５年４月２6 日現在で国保連に確認が取れている内容になります。 

・ 今後、新たに確認が取れた内容があった場合には、内容を時点修正していくことをあらかじめご了承ください。 
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利用者マスタ管理入力の注意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分認定有効期間開始年月日を入力。区分がなければ支給決定開始年月日を入力。 

最初にサービスを提供した日を入力（※契約日ではない） 

不明な場合は便宜的に 2023/01/01 で入力 

 「その他」 

を選択 
「一般」 

を選択 

区分認定有効期間。区分がなければ支給決定期間を入力。 

障害支援区分や、 

障害児区分を選択 

受給者証記載の負担上限月額から所得区分を選択。 

37,200 円⇒一般２  9,300 円または 4,600 円⇒一般１ 

0 円⇒生活保護、低所得１、低所得２ 

（※0 円の区分が不明ならば低所得１を便宜的に選択） 

 

・受給者証と、R5.4.20 川崎市障害福祉課通知に記載のサービスコード一覧を確認し、決定サービスコードを選択。（上の例で選択している

コードも参考にしてください。） 

受給者証記載の日数や時間数を入力 受給者証記載の支給決定有効期間を入力 

市外特例の場合は、所得区分に関係なく、負担上限月額、利用者負担率は０を入力する。 
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市外特例事業所の入力例 

・利用者マスタ登録が終わったら、市外特例の場合は「請求明細書情報登録」画面から直接入力を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和５年５月１日 川崎市障害福祉課 

4 
 

市外特例事業所の入力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

┗ ①利用者を選択します。 

 

┗ ②請求するサービスコードを選択するため、ここをクリックします。 

  （次ページへ） 
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市外特例事業所の入力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

┗ ①検索を押下すると、その利用者に紐づく 

サービスコードの一覧が表示されます。 

 

②例えば、移動支援事業の市外特例事業所の指定を受けている事業所の場合は、 

サービスコード 050110「（市外用）移動支援統合」を選択します。 

また、日中一時支援（市外におけるデイサービス事業等）の場合は、050111「（市外用）日中一時支援統合」

を選択します。 

┗ ③選択を押下します。 
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市外特例事業所の入力例 

  

① 単位数には、請求額を１０円単位で入力します。 

10 円未満の端数がある場合には切り上げてください。 

 

┗ ③自動集計を押下 

 

④自動集計を押下するとサービス利用日数が消えるので、 

「１」を入力してください。 

 

┗ ⑥登録/更新を押下 

 

②回数は「１」を入力してください。 

サービス単位数は自動で表示されます。 

 

⑤決定利用者負担額が「０」になっていることを確認してくだ

さい。 

 

★ご注意ください！ 

 

市外特例事業所の場合、県内外の様々な自治体の基準に基づくサービス提供となることから、サービス提供実績記録票について 

請求情報作成ツールで対応できません。そのため、お手数をおかけしますが、今後も引き続き、実績記録票のコピーなど、サー

ビス提供の挙証資料の提出をお願いいたします。 


